
◎以下の事項について、法律で規定

不適切な文書管理
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○保存期間が満了した文書のうち、歴
史公文書等は原則、国立公文書館等
に移管すること

○法律や政令等に基づき共通のルール
で策定された文書管理規則により文
書を管理すること

文書管理の運用は各府省任せ
歴史的存在である公文書への職員の意識
が希薄。文書管理のスキルも不十分

○文書保存期間満了前の文書の誤廃棄
（「とわだ」の航泊日誌）

○文書の倉庫への放置
（Ｃ型肝炎関連資料）

○文書の未作成
（装備審査会議の議事録）

国立公文書館への移管が進まない

国立公文書館の現状国立公文書館の現状

○行政機関の意思決定や事務事業の実
績について文書を作成すること

協議が整わないと移管が行えない
保存期限の延長措置の繰り返し

施行：公布後２年以内（平成23年4月目途。一部先行）

○文書管理に関する事務を内閣府に一
元化する（※）とともに、必要な機能
を加えた国立公文書館の専門的知見
を活用

※内閣府設置法の改正

○国立公文書館へ移管する文書の対象
を独立行政法人等の文書に拡大

国立公文書館に国が保有している文書
以外の取得権限がない

公文書は教訓を学び、未来の国民に対する
説明責任を果たす国民の貴重な共有財産

公文書を十全に管理・保存し、後世に伝える
ことは国の重要な責務

公文書の意義公文書の意義

○各府省から文書の管理状況を毎年度、
報告させるとともに、管理に改善が
必要な場合、公文書管理委員会の意
見を聴いて勧告を行うなどの監視機
能を内閣府に付与
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外部有識者や専門家
の知見を最大限活用

・公文書管理委員会
の新設

・国立公文書館の機能
強化※

※ 専門的助言、実地調査

の実施等

統一的な管理ルールの策定とその徹底

コンプライアンスの確保
・府省内の管理状況の報告の義
務付け

・内閣府による実地調査制度、
勧告制度の新設

歴史公文書等の利用促進
・利用請求権の新設
・デジタルアーカイブ化の推進
・独法文書も国立公文書館に移管

統一的管理ルール※を法令で規定

※ 作成基準、保存期間基準、移管基準、管理簿の記載事項等

利用制限に不服があるとき

（各原課）

保存期間、
移管or廃棄
等を設定し、
管理簿に記

載

各府省の文書管理規則

国
民
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・特別の報告聴取
・実地調査

報告

ポイント１

ポイント５

ポイント３

ポイント４
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統一ルールに基づき、各府省の文書
管理規則の案を作成

原則移管
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統一的な管理ルールを
法令で規定
○作成基準、保存期間基準、管

理簿の記載事項
○歴史的価値のある公文書等は

原則移管

保存期間、移管or廃棄等を

設定 ⇒管理簿に記載

作
成
・
取
得

分
類
・
整
理

保 存

（一定期間経過後は原則集中管理）

レコードスケジュールの導入
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公文書管理委員会
○統一的な管理ルールについての調査審議
○公文書管理の改善のための意見具申
○利用請求に関する不服審査

※統一ルールに基づき
策定（内閣府に協議）

定期的な管理状況の把握（官房文書課等）
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○利用請求権
の新設

○デジタル
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化の推進

○独法文書も
国立公文書
館に移管

諮問・答申
（不服申立て時）

新たな公文書管理システムの概要

コンプライアンス
の確保
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（文書のライフサイクル）

原則移管

国立公文書館
の機能強化
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